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告     示 

和歌山県告示第15号 

和歌山県日高郡印南町大字羽六の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県日高郡印南町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月15日まで 

3 成果の名称 

和歌山県日高郡印南町大字羽六の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県日高郡印南町大字羽六の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 
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和歌山県告示第16号 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

令和4年3月14日から令和6年3月19日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第17号 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

令和4年3月14日から令和6年3月19日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第18号 

和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本深谷の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律

第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告す

る。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月27日まで 

3 成果の名称 
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和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本深谷の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本深谷の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第19号 

和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第

180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月28日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第20号 

和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本中の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第

180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月27日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本中の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本中の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第21号 

和歌山県橋本市市脇の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19

条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 
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和歌山県橋本市 

2 調査を行った時期 

令和3年4月1日から令和6年3月29日まで 

3 成果の名称 

和歌山県橋本市市脇の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県橋本市市脇の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第22号 

和歌山県西牟婁郡白浜町安宅の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

令和4年3月14日から令和6年3月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町安宅の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町安宅の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第23号 

和歌山県西牟婁郡白浜町安宅の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

令和4年3月14日から令和6年3月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町安宅の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町安宅の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第24号 

和歌山県西牟婁郡白浜町塩野の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180



    和歌山県報  第 582 号 令和 7年 1月 14 日（火曜日） 

－ 5 － 

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

令和3年4月1日から令和6年3月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町塩野の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町塩野の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第25号 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第26号 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区 

5 認証年月日 
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令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第27号 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第28号 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第29号 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町 

2 調査を行った時期 

令和4年4月1日から令和6年3月25日まで 

3 成果の名称 



    和歌山県報  第 582 号 令和 7年 1月 14 日（火曜日） 

－ 7 － 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第30号 

和歌山県東牟婁郡北山村大字下尾井の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律

第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告す

る。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県東牟婁郡北山村 

2 調査を行った時期 

令和3年4月1日から令和5年3月29日まで 

3 成果の名称 

和歌山県東牟婁郡北山村大字下尾井の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県東牟婁郡北山村大字下尾井の一部地区 

5 認証年月日 

令和6年12月26日 

 

和歌山県告示第31号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」

という。）第7条第1項及び第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域として指定する。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 

2 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称 

三石台二丁目（105）（Ⅱ-11273） 

3 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

4 法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号）で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川下水道局砂防課及び伊都振興局建設部

並びに橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
 

公     告 

公     告 
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次の軽油引取税免税証は、紛失した旨の届出があったので、令和6年12月19日以降無効とする。 

令和7年1月14日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

免税証の種類 業  種 
記  号 

番  号 
枚 数 有 効 期 間 交付した県税事務所 紛 失 年 月 日 

50リットル券 
漁船以外

の船舶 

和歌山県 

1794953 
1枚 

令和6年6月20日から 

令和6年12月19日まで 
和歌山県税事務所 令和6年12月19日 

※ 記号番号は、免税証（表面）の8桁目から14桁目までの数字です。 
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